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1．必要としているNICU整備の方向  

新生児空床情報■搬送・後方支援システム（都市型、地方型）  

③小児科、重症心身障害児施設  

● 号凱き舶l乱射勘を採用することで、地域において相互援助システムを育成する  

大都市では複数の護送船団が、連合船団を組む  

地方では人口に見合った船団（1以上）を組む  

ひとつの船団の規模  

人口100万一出生1万一NICU30床叫（1（二lJ60  床一区療的ケア・在宅支援 3床  

（地域の例）  数  NICtJ床 〔う〔二U床  

総合周産期侵了医療センターー   1  12床  24床  

地域周産期母子医療センター1数か所（2～3）  9床×2 18床×2  

支援小児科・療育施設  数か所（2～ニり  

新生児空床情報システム  都道府県  1か所  

新生児搬送チーム  総合周産期桂子医療センター  
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ICUの医師体制と、診療報酬改善・医師へのインセンティブ  2．N   

ガ働環境と経′首長盤を改汚・強化することなLに、持瀦錘」瀧な改＃は期待てきない、つ  

診療報酬を ♯原価計算ノノ式 ＋（卦政策誘導 の視ノたから設定寸べき  

① 総合周産期母子医療センター  

㌢名の新生りこ科医）±紳二（Nl（】U勤務・情報処理・搬送）  

○ 新生児集中治療管理料0〕  

（⊃ 新／1ニ児搬送料  

〔〕新／i二児入院医療甘牲加算び）増軸  

●  

● ハイリスク分娩ルニ会い手1■1  

● 時間外入院手二1う  

◎ 超過勤務「、与を支給する  

O NI（二tJ長期入院支援コーーディネーータ  

10イ）Ⅲ）点  

1（）、0（）0点  

l ：i．り（）（）ノ・．、】二  

2力▲「1j／1搬送  

1万円／分娩  

1ノ」▲‡1］‖入院  

② 地域周産期母子医療センター  

新隼児科医1直二（NI（、：U朝丁二）の場合  

〔〕新／1二児眼中治嫉管理料榔  

所／トリユ科【シ三り掴二〔Nl（】Uと小姓科勤務）〃）場「ナ  

し〕二桁／＝甘渠申屑津㍍旬刊料ゼ  

⑳ ハイリスク分娩＼一／二iさい「、】う  

◎ ＝さ川ij外人㍍「、11  

⑳ ノ榔勘執務「、十む友諭′Hて）  

1（）．川）り点  

（＝）川）点  

】ノノ［」j／分娩  

1月リj／1人】jl一〔三  

〔ニ〕〕 一般小児科、重症心身障害児施設（也情人障管理湘）  

（〕′払市症〃ぷ朝雄ト い、リL周一）  

拍卜存焼結封  

④  自宅（在宅支援）  

リ レスノ＼†′ト人浣骨川中（小しり科）  

＝）（）（）ノ上「   

5川）（）ノr】  

川）りりノ古■（呼吸管理）  

／lりり（）点（非呼吸管J二里  

リ り   



3．大阪新生児診療相互援助システムNMCSからの提言  

1）大阪の新生児集中治療施設が当面している問題  

①I．eve14NICU病床の不足  ＝Leve14に入院すべき患者が入院できず、Level：うで対応せざ  

るを得ない。  

理由：長期入院患者が転床できない。  

② 新生児科医師の不足  

理由：医師の過重労働～新規参入医師の減少  

○大阪においても、システムはあっても  

NICU施設本体が崩壊の危機にある。  

○早急な対策は  

● 後方病床の確保対策  

● 医師の労働条件の改善  

2）新生児緊急情報処理と入院について   

○大都市の緊急医療は、大規模専門医療施設が最難度患者を即時受け入れるために、Nl〔】U各  

レベルに応じた患者の入院を受けることによって、補完関係と相互援助で対応する必要（  

● Leve14施設の確立  

● I」eVe12，3施設の確立  

○緊急患者情事鋸ま  

● 依頼情報受理は近隣NI（二U  

● 】．eve14のNICUが入院先検索・交渉と搬送  

● 都道府県を越えた広域搬送脇力の確立  

蔓 

① Leve13，4のN T CUの規模を大きくする  

● 労働条件を確保しつつ、高度な医療が叶能  

● 勤務新生児科医師の満足度が高まる  

● 医師の異動でも簡単には崩壊しない  

② 特殊勤務への待遇改善  

● 新生児緊急搬送  

● 深夜も続く集中治療勤務  

● 高度繊細な医療行為から雑川を省く支援   



旦ユ＿新生児集屯治療を今整備するた担l三蛙  

1・都道府県に、総合周産期母子医療センターNICUの増床・増員計画の提出を求める（国が全  

面支援）   

2．新生児科医特殊勤務の待遇改善（国が全面支援）  

①搬送、②深夜業務手当、③医療秘書配置   

3．一般小児病様における受け入れインセンティブ（国が全面支援）  

①超重症児管理料（6000点／日）平成21年4月に新設  

②在宅医療促進に向けた、レスバイト入院管理料（6000点／日）平成21年4月に新設  

③医療的ケアコーディネータの総合周産期母子医療センターヘの配置   

4．重症心身障害児施設の重症児管理料の充実  

4．NICU病床の確保に関する提言  

1）NICUの病床確保  

】．NICt」から〃）退l㍍、転院の促進  

＝NI（二tJの揖＝首相舶′′しを上く－トる施策  

／仁宅医療支援施策  

2．在宅ケアヘの地域福朝け－ゼス、小リJ甜～り看護（／）允′美・研修  

レスバイト人l㍍の新ぷ7軋認と促進  

N＝∵U長押入院支援コーブィネー一 夕佑相LユF2‡を急ぐこと  

こう，人什費の国魚拙＝）り％ヘ  

リー㌔外かL二〕の′受け入れ  

ごIJIC 
、 

L．新ノ＝甘科医／、＼（ノ）支援む通じた医㈱確保対策  

診癖幸即洲を増やしノて†）抑トリげ＝項ハ給ノブー。】二、∫トニが／ト′煩ノ）恥附こ対策  

○ 救ノ1、小二周東搬ぷ「、】うて 2ノノ▲＝ノ′1搬ぷ  

○ ハイリスク′う）娩、ン▲ごミい「、】1こ   ユノ丹Jパ）娩  

●      －  
、  

○ 超赴軌携ト、】1てを支給一十ろ  

リ 小り川一lウニ（柑し二k卜‘†三）しり人材パンツ運≠（J刷ほ託i二1二ろ′」ご肘  

●新／巨肛科医の研修七採   

●ノ糾木そ（ハ他ご紬」ニ封附し／′∴ト「帖ハ板帰友宜、   

●さイJに転職友接  

ニi．脚埴科rしこしノて「如／1捏科（二相川川‖－桝如け）二と＝ノ亘軋認   

→耕／トルド＝り三と．かノてさ二・手）ノ」て＝称で誉ろ中二仁＝て珊」ノt友子）できていろ 
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3）卜＝CUの条件整備と後方病床の確保  

1．総合周産期における新生児入院管理料  10000点  

6000点  

3600点  

2．新生児入院管理料②の新設  

3．新生児入院医療管理加算の増額  

4．超重症児管理料の増額  

超重症児管理料を  

同療育施設  

5．レスパイト入院の新設  

今は800点（加算）  

今は600点（加算）   

6000点（新設・包括）  

5000点  

6000点（呼吸管理）  

4000点（非呼吸管理）  

これによって一般小児科病床の活用と経営改善に有効  

4）その他  

NICUにおける過重労働の禁止  

時間外手当の全額支給  

交代制勤務の促進  

NICUにおける看護師の役割拡大  

医師事務作業補助者のNICUへの優先導入  
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